
醍
醐
寺
大
講
堂
の
不
動
明
王
像
と
脇
侍
二
童
子
像

益

田

佳

苗

は
じ

め
に

京
都
醍
醐
寺
大
講
堂
の
、
向
か

っ
て
右
側
の
須
弥
壇
上
に
は
木
造
不

動
明
王
坐
像
が
安
置
さ
れ
る
。
こ
の
像
は
平
安
後
期
の
作
風
を
示
す
優

品
だ
が
、
こ
れ
ま
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、

一
九

九
三
年

八
月
に
行
わ
れ
た
醍
醐
寺
彫
刻
所
在
確
認
調
査
で
、
大
講
堂
の

西
隣
に
あ
り
、
現
在
真
言
宗
醍
醐
派
の
僧
侶
の
養
成
所
と
な

っ
て
い
る

伝
法
学
院
か
ら
、
こ
の
不
動
明
王
像
の
脇
侍
と
思
わ
れ
る
木
造
矜
羯
羅

童
子
立
像
、
制
睡
迦
童
子
立
像
が
発
見
さ
れ
た
。
現
在
こ
の
二
童
子
像

は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
制
作
年
代
は
や
や
降
る
平
安
後
期
の
不
動
明

王
像
と
共
に
三
尊
像
と
し
て
安
置
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
像

に
つ
い
て

　

は
、
『醍
醐
雑
事
記
』
や

『醍
醐
寺
新
要
録
』
な
ど
の
文
献
か
ら
知
ら
れ

る
伝
来
、
造
立
の
背
景
を
調
べ
、
本
学
に

一
九
九
三
年
度
の
卒
業
論
文

と
し
て
ま
と
め
、
提
出
し
た
。
し
か
し
、

一
九
九
四
年
八
月
十
七
日
か

ら
同
二
十
二
日
ま
で
再
度
本
格
的
な
調
査
が
行
わ
れ
、
新
た
に
明
ら
か

に
な
っ
た
点
も
多
い
。
よ

っ
て
本
稿
で
は
改
訂
を
加
え
、
こ
れ
ら
の
像

の
詳
細
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
造
立
の
諸
事
情
に
関
す
る
考
察
を
記

し
た
い
。

第

一
章

大
講
堂
不
動
明
王
像
と
伝
法
学
院

二
童
子
像

の
概
要

一

大
講
堂
不
動
明
王
像

形
状
等

(図
1
～
3
)

ヨ

像

高

八

五

・
八

㎝
。

頭

頂

に

七
髻

を
表

し
、

髪

は
総

髪

、

疎

ら

彫

り

。
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弁
髪
を
左
肩
前

へ
垂
ら
す
。
天
冠
台
は
紐

二
条
、
正
面
に
花
飾

(彫

出
)
。
水
波
相
。
瞋
目
。
閉
口
し
上
歯
を
表
す
。
耳
朶
環
状
。
三
道
彫

出
。
両
手
屈
臂
、
左
手
は
全
指
を
曲
げ
羂
索
を
執
り
、
右
手
は
全
指
を

曲
げ
宝
剣

(後
補
)
を
執
る
。
右
足
を
外
に
し
て
半
跏
趺
坐
す
る
。
条

帛
を
懸
け
、
裙
と
腰
布

(共
に
折
り
返
し
付
き
)
を
著
け
る
。
臂
釧
、

腕
釧
は
連
珠
文
を
紐

二
条
で
は
さ
む

(彫
出
)
。
胸
飾

(銅
製
鍍
金
、
後

補
)
を
著
け
る
。
光
背
は
二
重
円
相
挙
身
光
、
周
縁
部
に
火
焔
を
透
彫

り
で
表
す
。
台
座
は
五
重
瑟
々
座
。

品
質
、
構
造

ヒ
ノ
キ
材
。
玉
眼
嵌
入
。
頭
体
幹
部
を
縦

一
材
か
ら
彫
出
し
、
頭
部
は
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後
頭
部
か
ら
内
刳
し
蓋
板
を
当
て
、
体
部
は
背
刳
を
し
て
背
面
首
か
ら

下
に
背
板

(最
大
厚
さ
約

一
〇

㎝
)
を
当
て
る
が
、
像
底

に
は
底
板

(厚
さ
約

一
・
○

㎝
)
が
貼
ら
れ
、
内
部
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き

ず
、
構
造
の
詳
細
を
観
察
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
木
芯
は
像
中
央
や
や

左
寄
り
に
込
め
る
か
。
両
腕
は
肩
、
臂
、
手
首
で
各
矧
ぎ
付
け
。
両
脚

部
は
横

一
材
製
、
両
腰
脇

に
三
角
材
を
矧
ぐ
。
像
表
面
は
古
色
仕
上

げ
。
光
背
、
台
座
は
木
造
彩
色
。

保
存
状
態

左
肩
以
下
、
玉
眼
、
胸
飾
、
持
物
、
像
底
の
底
板
、
表
面

の
仕
上
各
後

補
。
裙
先
亡
失
。
羂
索
は
大
部
分
欠
失
。
面
部
の
割
矧
は
後
世
玉
眼
を

嵌
め
る
た
め
に
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
眼
の
縁
、
口
の
縁
、
衣
文
の

縁
に
多
少
の
削
り
直
し
が
あ
る
。
光
背
、
台
座
は
各
後
補
。

銘
記後

補
の
五
重
瑟

々
座
の
内
側
に
、
台
座
を
重
ね
る
順
番
を
表
す
と
思

わ
れ
る

「た
き
三
は
こ
」
他
の
墨
書
が
あ
る
。
「た
き
」
の
意
味
は
不
明

だ
が
、
あ
る
い
は
清
滝
宮
の
こ
と
か
。
醍
醐
寺

に
は
現
在
も
山
上
、
山

　

下
に
清
滝
宮
が
あ
る
。

二

伝
法
学
院
二
童
子
像
の
概
要

形
状
等

(図
4
～
9
)

　

矜
羯
羅
童
子
像
-
像
高
九
三

・
三

㎝
。
髪
は
短
髪
で
毛
束
を
表
し
、
正

面
を
巻
髪
と
す
る
。
顔
は
斜
め
右
上
方

に
向
け
、
瞋
目
。
眉
根
を
寄

せ
、

口
を
少
し
開
け
歯
を
見
せ
る
。
左
手
屈
臂
、
腹
前
で
第
二
指
を
伸

ば
し
他
を
捻
じ
三
鈷
杵
を
執
る
。
右
手
屈
臂
、
胸
前
で
第
二
指
を
伸
ば

し
他
を
捻
じ
る
。
右
膝
を
や
や
曲
げ
て
立

つ
。
左
肩
か
ら
条
帛
を
懸

け
、
折
り
返
し
付
き
の
裙
を
著
け
、
腰
布
を
左
腰
で
結
ぶ
。
臂
釧
は
連

珠
文
を
紐

一
条
で
は
さ
み
、
さ
ら
に
そ
の
両
外
側
に
列
弁
文
を
表
し
、

臂
外
側
に
菱
形
の
菊
座
を
表
す

(彫
出
)。
腕
釧

は
連
珠
文
を
紐

一
条

で
は
さ
み
、
上
側
に
列
弁
文
を
表
す
。
足
釧

は
臂
釧
に
同
じ
く
、
た
だ

し
、
正
面
に
円
形
の
菊
座
を
表
す

(釧
各
彫
出
)。
胸
飾

(銅
製
鍍
金
、

後
補
)
を
著
け
る
。
台
座
は
岩
座
。　

制
吃
迦
童
子
像
i
像
高
九
四

・
一
㎝
。
髪
は
、
矜
羯
羅
童
子
像

に
準
じ

る
が
、
耳
半
ば
ま
で
を
覆
う
。
顔
は
斜
め
左
下
方
に
向
け
、
瞋
目
。
閉

口
。
左
手
屈
臂
、
右
胸
前
で
持
物

(亡
失
)
を
執
る
。
右
手
は
垂
下
し

て
宝
棒
を
執
る
。
腰
を
左
に
捻
り
、
右
足
を
や
や
前
に
出
し
て
立
つ
。

肩
に
布
を
巻
き
、
折
り
返
し
付
き
の
裙
を
著
け
、
腰
布
を
腹
前

で
結

ぶ
。
臂
釧

・
腕
釧

・
足
釧
は
矜
羯
羅
童
子
像

に
準
じ
る
。
た
だ
し
、
臂

釧
は
臂
外
側
に
円
形
の
菊
座
を
彫
出
す
る
。
台
座
は
岩
座
。

品
質
、
構
造

矜
羯
羅
童
子
像
ー

ヒ
ノ
キ
材
。
彫
眼
。
両
体
側
か
ら
両
脛
後
ろ
を
通
る

線
で
前
後
に
割
矧
ぎ
、
内
刳
し
、
三
道
下
で
割
首
す
る
。
両
腕
は
肩
、

臂
で
矧
ぐ
。
両
足
先
を
矧
ぎ
付
け
る
。
裙
の
背
面
垂
下
部
を
矧
ぐ
か
、

又
は
後
部
材
に
水
平
に
鋸
を
い
れ
て

一
旦
切
る
か
。
背
面
に
は
干
割
れ

を
留
め
る
鎹
を
打

つ
。
左
腰
に
瓔
珞
を
留
め
た
釘
が
残
る
。
像
表
面
は
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黒
漆
塗
り
、
白
土
下
地
、
彩
色
か
。
頭
髪
の
色
は

不
明
、
毛
筋
は
切
金
。
顔
は
肉
色
か
。
眉
は
墨
で

毛
書
き
、
唇
に
朱
。
釧

は
漆
箔
。
条
帛
の
表
の
縁

は
朱
地
に
切
金
菱
繋
ぎ

に
よ
る
輪
違
い
文
。
条
帛

裏
は
不
明
。
裙
表
の
縁

は
彩
色
唐
草
文
か
。
裙
表

内
区
は
丹
地
か
、
切
金

四
菱
入
斜
め
格
子
文
を
地

と
し
て
彩
色
の
団
花
文

を
配
す
。
裙
裏

の
縁
は
丹

地
に
花
文
を
配
す
。
腰
布
表
の
縁
は
亀
甲
繋
ぎ
文

だ
が
色
不
明
。
腰
布
裏

は
不
明
。
台
座
は
木
造
、

古
色
仕
上
げ
。

制
旺
迦
童
子
像
ー
ヒ
ノ
キ
材
。
構
造
は
矜
羯
羅
童

子
像

に
準
じ
る
。
右

腰
正
面
に
釘
と
釘
穴
が
残

る
。
頭
髪
は
色
不
明
、
毛
筋
は
切
金
。
顔
は
赤
肉

色
。
唇
に
朱
。
釧
は
漆
箔
。
肩
布
の
縁
は
唐
草

文
、
内
区
は
団
花
文
。
裙
表
の
縁
は
花
文
、
内
区

は
地
色
不
明
、
切
金
米
字
入
三
重
斜
め
格
子
文
を

地
と
し
て
団
花
文
を
配
す
。
裙
裏

の
周
縁
部
は
切

金
菱
繋
ぎ

に
よ
る
輪

違

い
文
、
内
区
は
切
金
霰

文
。
腰
布
表
の
周
縁
部

は
唐
草
文
か
。
腰
布
表
の

内
区
は
地
色
不
明
、
団
花
文
を
配
す
。
腰
布
裏
は

不
明
。
台
座
は
木
造
、
古
色
仕
上
げ
。

保
存
状
態
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図9同 前 図8同 前 図7制 吃迦童子像

醍醐寺(伝法学院)

図12伝 法学院

制ロモ迦童子像

図11大 講堂不動明王像 図10伝 法学院

矜羯羅童子像
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矜
羯
羅
童
子
像
ー
両
手
指
、
両
足
先
、
胸
飾
、
持
物
、
以
上

各
後
補
。
彩
色
黒
変
。
台
座
後
補
。

制
旺
迦
童
子
像
-
右
耳
後
ろ
の
毛
束
の

一
部
、
及
び
首
上
分

の
毛
束
の
先
端
、
左
臂
以
下
、
右
手
首
以
下
、
両
足
先
、
持

物
、
各
後
補
。
台
座
後
補
。

第

二
章

作
風

・
表
現

の
特
色

一

大
講
堂
不
動
明
王
像

醍
醐
寺
大
講
堂
不
動
明
王
像
は
ゆ

っ
た
り
と
構
え
る
体

躯
、
ゆ
る
や
か
な
衣
文
の
表
現
に
平
安
後
期
の
特
色
が
顕
著

で
あ
る
。
プ

ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
破
綻
な
く
形
づ
く
ら
れ
、
頬

や
頤
の
肉
ど
り
は
豊

か
で
張
り
が
あ
り
、
優
れ
た
技
術
を

持

っ
た
仏
師
に
よ
る
造
立
と
み
ら
れ
る
。

寛
弘
三
年

(
一
〇
〇
六
)
仏
師
康
尚
作
と
考
え
ら
れ
る
京

都
同
聚
院
不
動
明
王
像
は
翻
波
式
衣
文
な
ど
に
旧
様
を
残
す

が
、
平
安
前
期
か
ら
十
世
紀
ま
で
彫
刻
の
作
風
を
支
配
し
て

い
た
量
感
、
威
圧
感
は
す
で
に
な
く
、
こ
の
こ
ろ
に
は
和
様

ア

彫
刻
も
か
な
り
確
立
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
大
講

堂
像
は
均
斉
の
と
れ
た
体
躯
、
小
さ
く
整
え
ら
れ
た
小
鼻
や

口
は
同
聚
院
像
に
似
て
い
る
が
、
目
尻
や
眉
は
よ
り
下
が
り

ぎ
み
で
怒
り
は
和
ら
ぎ
、
頬
や
額

の
微
妙
な
肉
ど
り
は
穏
や
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か
さ
が
増
す
。
拝
す
る
も
の
に
強
く
迫
る
印
象
を
与
え
な
い

大
講
堂
像
に
は
、
康
尚
の
後
を
継

い
だ
定
朝
に
よ
っ
て
完
成

さ
れ
、
そ
の
後
展
開
し
た
平
安
後
期
の
彫
刻
の
穏
や
か
な
表

現
の
特
色
が
み
ら
れ
る
。

平
安
後
期
の
造
立
年
代
が
判
明
し
、
本
像
と
比
較
す
べ
き

像
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
銘
文
と
納
入
品
に
よ

っ

て
、
寛
治
八
年

(
一
〇
九
四
)
か

ら
永
長

二
年

(
↓
〇
九

七
)
に
か
け
て
造
立
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
大
阪
滝
谷
不
動

　

明
王
寺
不
動
三
尊
像

(図
13
～
15
)
は
、
制
作
年
代
の
判
明

す
る
不
動
三
尊
像

の
中
で
は
最
も
古

い
。
儀
軌
に
は
童
子
形

と
説
か
れ
る
不
動
明
王
だ
が
、
こ

の
中
尊
不
動
明
王
像
に

は
、
童
子
の
姿
を
特
に
目
立
た
せ
る
よ
う
な
誇
張
は
な
い
。

さ
ら
に
体
躯
や
衣
文
の
彫
り
は
強
く
抑
揚
を
つ
け
ず
、
怒
り

は
静
か
で
醜
悪
な
憤
怒
の
相
を
表
さ
な
い
。

大
治
年
中

(
一
一
二
六
-

三

一
)

の
作
と
考
え
ら
れ
る
福

　

岡
観
世
音
寺
馬
頭
観
音
像
は
、
憤
怒
形
の
像
と
し
て
、
こ
の

時
代
の
中
央
作
に
劣
ら
な
い
優
れ
た
作
風
を
示
す
。
小
振
り

な
目
鼻
立
ち
を
中
央
に
集
め
、
憤
怒
相
に
も
か
か
わ
ら
ず
怒

り
の
激
し
さ
は
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。

寺
の
縁
起
か
ら
鳥
羽
法
皇
の
御
願
に
よ
り
久
寿
元
年

(
一

一
五
四
)
造
立
と
推
定
さ
れ
る
、
京
都
峰
定
寺
不
動
三
尊
像

n

(
図

16
～

18
)

の
中

尊

不
動

明

王
像

は

、
動

き

の
少

な

い
容
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姿
や
丸
顔
で
小
作
り
な
目
鼻
立
ち
に
特
色
が
あ
る
。
こ
の
像
の
優
美
な

作
風
と
、
衣
部
な
ど
に
施
さ
れ
た
繊
細
な
切
金
文
様
に
は
、
こ
の
こ
ろ

の
貴
族

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
仏
像

の
趣
向
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
憤
怒
の
表
情
は
力
強
さ
か
ら
お
よ
そ
か
け
離
れ
、
形
式
的
な
も

の
と
な

っ
て
い
る
。

銘
文

か
ら
安
元
ニ
ー
三
年

(
一
一
七
六
-
七
)
明
円
作
が
わ
か
る
京

都
大
覚
寺
五
大
明
王
像
の
中
尊
不
動
明
王
像

(図
19
)
は
、
造
立
仏
師

名
の
わ
か
る
中
央
の
作
例
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。
丸
顔
の
面
相
は
穏
和

だ
が
脚
部
の
衣
文
表
現
は
形
式
化
が
進
み
、
衣

の
質
感
は
減
じ
て
い

る
。こ

こ
で
大
講
堂
像
と
滝
谷
不
動
明
王
寺
像
を
比
較
す
る
と
、
体
部
の

誇
張
の
な
い
肉
ど
り
や
、
柔
ら
か
い
衣
文
の
表
現
な
ど
に
共
通
点
が
多

い
。
大
講
堂
像
の
面
相
は
、
滝
谷
不
動
明
王
寺
像
、
観
世
音
寺
馬
頭
観

音
像
と
同
様
に
怒
り
は
静
か
で
、
憤
怒
相
な
が
ら
穏
や
か
な
作
風
を
示

す
。

一
方
、
十

二
世
紀
半
ぼ
を
過
ぎ
た
峰
定
寺
不
動
明
王
像
は
お
っ
と

り
し
た
優
美
な
表
現
を
重
視
し
て
い
る
が
、
面
貌
は
憤
怒
の
意
味
を
も

忘
れ
た
か
の
よ
う
に
形
式
化
し
て
い
る
。
さ
ら
に
大
覚
寺
像
は
、

一
流

仏
師
の
作
だ
が
脚
部
の
衣
文
表
現
は
硬
化
が
目
立
ち
、
大
講
堂
像
の
よ

う
に
柔
ら
か
な
質
感
を
表
わ
せ
て
い
な
い
。
大
講
堂
像
は
峰
定
寺
像
や

大
覚
寺
像
ほ
ど
形
式
化
し
て
は
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
基
準
作
品
と
の
比

較
か
ら
、
大
講
堂
像
の
造
立
年
代
は
十

一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
始
め

頃
、
遅
く
と
も
十
二
世
紀
半
ば
を
降

る
も
の
で
は
な
い
と
推
定
さ
れ

る
。

二

伝
法
学
院
二
童
子
像

醍
醐
寺
伝
法
学
院
二
童
子
像
は
、
彩
色
は
黒
変
す
る
が
保
存
状
態
は

極
め
て
良
い
。
そ
の
姿
勢
に
は
大
袈
裟
な
動
き
が
な
く
、
例
え
ぼ
康
平

七
年

(
一
〇
六
四
)
制
作
の
広
隆
寺
十
二
神
将
像
中
、
比
較
的
上
手
と

見
ら
れ
る
安
底
羅
大
将
像
と
比
べ
る
と
、
表
現
に
硬
さ
が
あ
る
が
、
細

部
を
誇
張
し
た
り
、
い
た
ず
ら
に
装
飾
性
を
追
う
こ
と
は
な
く
、
型
に

は
ま
ら
な
い
作
風
を
示
す
。
肉
ど
り
の
抑
揚

は
穏
や
か
だ
が
、
面
部
な

ど
に
は
充
実
し
た
肉
付
け
が
施
さ
れ
る
。
前
後
に
割
矧
ぎ
三
道
下
で
割

首
し
、
体
部
に
は
深
く
内
刳
が
施
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
構
造
的
に
も

平
安
時
代
後
期
の
特
色
が
見
ら
れ
る
。
両
像

の
衣
部
に
は
切
金
を
交
、又
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た
多
彩
な
彩
色
文
様
が
施
さ
れ
る
。
平
安
時
代
の
切
金
は
、
時
代
が
降

ね

る
に
し
た
が

っ
て
、
よ
り
細
密
化
、
複
雑
化
す
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
本

像
の
裙
内
区
の
切
金
斜
め
格
子
文
な
ど
は
切
金

の
幅
が
や
や
不
揃

い

で
、
し

っ
か
り
と
し
た
直
線
で
は
構
成
さ
れ
ず
、
大
づ
か
み
で
お
お
ら

か
で
、
こ
の
点
に
時
代
的
特
色
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
本
格
的
な
彩
色
態

度
は
本
像
の
造
立
背
景
の

一
端
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

伝
法
学
院

二
童
子
像
と
比
較
の
可
能
な
像
は
数
組
あ
る
。
寛
治
八
年

(
一
〇
九
四
)
頃
の
制
作
の
大
阪
滝
谷
不
動
明
王
寺
不
動
三
尊
像

の
脇

お

侍

二
童
子
像

(図
13
～
15
)
は
、
肉
身
部
や
衣
文
の
彫
り
も
ゆ
る
や
か

で
動
き
は
少
な
い
。
こ
の
像
の
細
身
の
体
躯
や
面
相
に
は
、
あ
ま
り
子

供
ら
し
さ
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。

大
分
長
安
寺
太
郎
天
と

二
童
子
像

(図
20
、
21
)
は
太
郎
天
像
の
銘

か
ら
大
治
五
年

(
一
=
二
〇
)
の
造
立
が
わ
か
る
が
、
銘
文
に
は

「不

動
十
九
観
」
も
記
さ
れ
、
不
動
三
尊
像
と
関
連
が
強

い
習
合
神
と
考
え

は

ら
れ
る
。
そ
の
脇
侍
像
は

一
体
を
童

子
形
に
、
他
を
鬼
形
に
つ

く
り
、
不
動
二
童
子
像
を
範
と
し
な
が
ら
さ
ら
に
自
由
な
表
現

と
な
る
。
表
情
の
硬
さ
、
や
や
抑
揚

に
乏
し
い
体
躯
の
肉
ど
り

に
は
、
地
方
作
と
し
て
の
限
界
も
感

じ
ら
れ
る
が
、
右
足
を
前

に
出
し
て
身
構
え
た
鬼
形
童
子
像
の
姿
勢
に
は
見
る
べ
き
も
の

が
あ
る
。

久
寿
元
年

(
=

五
四
)
造
立
が
推
定
さ
れ
る
、
京
都
峰
定

め

寺
不
動
三
尊
像

(図
16
～
18
)
脇
侍

二
童
子
像
は
、
頭
部
を
大

き
め
に
作
り
、
丸

々
と
し
た
童
子
を
表
し
て
い
る
。
儀
軌
に
は

め

性
悪
と
い
わ
れ
る
制
吃
迦
童
子
像
は
、
峰
定
寺
像
の
場
合
、
そ

の
顔
立
ち
は
顔
を
し
か
め
る
も
の
の
、
可
愛
ら
し
い
子
供
の
姿

に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
三
尊
像

の
裙
に
は
、
技
巧
的
な
曲

線
文
の
切
金
を
交
え
た
彩
色
が
施
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
像
と
比
較
す
る
と
、
伝
法
学
院
二
童
子
像
の
動
き

を
抑
え
た
姿
勢
、
小
振
り
な
頭
部
で
あ
ま
り
童
子
ら
し
さ
を
感
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じ
さ
せ
な
い
体
躯
の
表
現
は
滝
谷

不
動
明
王
寺

二
童
子
像
と
共
通
す

る
。
伝
法
学
院
像
と
、
長
安
寺
二
童
子
像
は
腰
高

の
体
型
や
面
相
が
よ

く
似
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
峰
定
寺
二
童
子
像
は
柔
ら
か
な
肉
付

き
の
よ
い
体
驅
、
あ
ど
け
な
い
顔
立
ち
の
表
現
か
ら
、
現
実
感
の
表
現

は
伝
法
学
院
像
や
滝
谷
不
動
明
王
寺
像
よ
り
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
伝

法
学
院
像
は
、
峰
定
寺
像
ほ
ど
の
現
実
味
は
表
さ
れ
な
い
が
、
ひ
か
え

め
な
表
現
の
中
に
も
形
式
化
に
陥
る
以
前
の
し

っ
か
り
と
し
た
造
形
が

感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
伝
法
学
院
像
の
切
金

は
、
直
線

(斜

め
格
子

文
)
や
、
点

(霰
文
な
ど
)
を
主
体
と
し
て
い
て
、
峰
定
寺
像
ほ
ど
複

雑
な
曲
線
文
に
発
達
し
て
い
な
い
。
伝
法
学
院
像

の
造
立
年
代
は
峰
定

寺
像
以
前
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
伝
法
学
院
像
の
造
立
年
代
は
、
滝
谷
不
動
明
王
寺
二
童

子
像

の
造
立
さ
れ
た
寛
治
入
年

(
一
〇
九
四
)
頃
か
ら
、
長
安
寺
太
郎

天
と
二
童
子
像
の
造
立
さ
れ
た
大
治
五
年

(
一
=
二
〇
)
ま
で
の
間
頃

か
と
思
わ
れ
、
遅
く
と
も
峰
定
寺
像

(
=

五
四
年
制
作
)
ま
で
は
降

ら
な
い
だ
ろ
う
。

伝
法
学
院

二
童
子
像
の
ゆ
る
や
か
に
流
れ
る
衣
文
の
意
匠
や
、
太
造

り
で
し

っ
か
り
と
し
た
像
容
に
は
大
講
堂
不
動
明
王
像
に
非
常

に
似

通

っ
た
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
制
吃
迦
童
子
像
の
豊
か
な
肉
付

レ

き
の
顎
は
大
講
堂
像
に
似
て
い
る
。
ま
た
矜
羯
羅
童
子
像
の
耳
は
、
耳

輪
の
カ
ー
ブ
の
描
き
方
、
耳
孔
の
回
り
の
く
ぼ
み
の
部
分
の
形
状
、
上

脚
を
強
く
表
さ
な
い
こ
と
が
不
動
明
王
像
と
共
通
し

(
図
10
～
12
)
、

頭
髪
や
耳
の
彫
り
に
見
ら
れ
る
お
お
ら
か
さ
も
二
童
子
像
と
大
講
堂
像

に
共
通
す
る
。
造
立
当
初
は
、
大
講
堂
不
動
明
王
像
と
伝
法
学
院
二
童

子
像
が

一
具
の
像
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
こ
で
み
た

二
童
子
像

の
特
色
は
、
後
に
述
べ
る
伝
法
学
院
安
置
の
、
現
在
の
中
尊

不
動
明
王
像
の
作
風
と
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。

不
動
明
王
像
の
脇
侍
と
し
て
の
二
童
子
像

の
作
風
変
遷
の
中
で
、
醍

醐
寺
伝
法
学
院

二
童
子
像
の
特
色
を
位
置
付
け
て
み
た
い
。
大
阪
滝
谷

不
動
明
王
寺

二
童
子
像

(
一
〇
九
四
年
頃
制
作
)
は
、
現
存
す
る
二
童

子
像

の
中
で
は
最
も
古
様
な
特
色
を
示
す
。
そ
の
面
相
は
実
際
の
子
供

の
顔

に
比
べ
、
や
や
抽
象
的
な
表
現
で
、
作
者
が
刻
も
う
と
し
た
の
が

齢
い
く
つ
の
童
子
で
あ
る
か
は
容
易
に
は
想
像
で
き
な
い
。
そ
の
体
軈

は
痩
せ
て
い
て
、
子
供
ら
し
さ
を
追
求
し
て
は
い
な
い
。
さ
ら
に
伝
法

学
院
像

の
表
情
で
は
、
童
子
と
い
う
よ
り
天
部
像
な
ど
の
憤
怒
相
に
近

お

い
。
「語
り
が
た
き
悪
性
」
と
儀
軌
に
記
さ

れ
る
制
吃
迦
童
子
像
は
と

も
か
く
、
不
動
を

「恭
敬
」
し

「小
心
者
」

の
矜
羯
羅
童
子
像
ま
で
も

が
憤
怒
相
に
近
い
面
相
に
作
ら
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
二
童
子
像
は
滝

谷
不
動
明
王
寺
像
以
降
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
峰
定
寺
像

(
一

一
五
四
年
制
作
)

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、

こ
の
期
の
作
に
は
、
表
情

や
体
付
き
に
現
実
味
が
増
す
作
例
が
多
い
。
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
建

久
八
年

(
一
一
九
七
)
運
慶
造
立
と
考
え
ら
れ
る
和
歌
山
金
剛
峰
寺
の

八
大
童
子
像
の
う
ち
制
託
迦
童
子
像
は
、
童
子
の
若
々
し
さ
や
撥
剌
と

し
た
性
格
を
も
感
じ
さ
せ
る
。
鎌
倉
時
代
に
も
な
る
と
作
者
の
手
腕
の
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上
下
は
あ

っ
て
も
、
ど
の
像
も
子
供
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
考
え
る
と
、
伝
法
学
院
、
滝
谷
不
動
明
王
寺
の
二
童
子
像
が

「子
供
ら
し
い
」
表
現
を
と
ら
な
い
の
は
、
そ
の
面
部
表
現
に
お
い
て

は
ま
だ
模
索
中
の
段
階
で
、
類
型
化
さ
れ
て
い
な
い
段
階
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
像
に
は
型
に
は
ま
ら
な
い
自
由

な
表
現
が
み
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

三

伝
法
学
院
不
動
明
王
像
に
つ
い
て

現
在

二
童
子
像
と
共
に
伝
法
学
院
に
安
置
さ
れ
て
い
る
不
動
明
王
像

を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く

(図
22
)。

図22不 動 明王像 醍醐寺(伝法学院)

形
状
等

の

像
高
八
二
・
五

㎝
。
頂
蓮

(七
弁

二
段
)

を
戴
く
。
髪
は
総
髪
、
平

彫
り
。
弁
髪
を
左
肩
前
に
垂
ら
す
。
天
冠
台

は
紐

二
条
、
正
面
に
円
形

の
飾
り
を
打
ち
付
け
る
。
水
波
相
。
瞋
目
。
閉

口
し
上
歯
を
表
す
。
耳

朶
環
状
。
三
道
彫
出
。
両
手
屈
臂
、
左
手
は
羂
索
を
執
る
形
。
右
手
は

宝
剣
を
執
る
。
右
足
を
外
に
し
て
半
跏
趺
坐
す
る
。
条
帛
を
懸
け
、
裙

と
腰
布

(共
に
折
り
返
し
付
き
)
を
著
け
る
。
臂
釧

・
腕
釧
は
連
珠
文

を
紐
二
条
で
は
さ
む

(彫
出
)
。
胸
飾

(銅
製
鍍
金
、
後
補
)
を
著
け

る
。
光
背
は
二
重
円
相
挙
身
光
。
周
縁
部
に
火
焔
を
透
彫
り
で
表
す
。

台
座
は
五
重
瑟
々
座
。

品
質
、
構
造

ヒ
ノ
キ
材
。
玉
眼
嵌
入
。
現
状
は
像
内
に
後
補
の
補
強
材
を
縦
横
に

組
み
、
地
付
に
は
中
央
を
大
き
く
あ
け
て
数
枚
の
薄
板
を
貼
る
。
こ
の

た
め
、
当
初
の
構
造
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
あ
る
い
は
頭
体
を

一
材
で

彫
出
し
、
前
後
に
割
矧
ぎ
、
内
刳
、
割
首
と
す
る
か
。
両
脚
部
は
横

一

材
製
、
両
腰
脇
に
三
角
材
を
矧
ぐ
か
。
両
腕

は
肩
、
臂
、
手
首
で
矧

ぐ
。
像
表
面
は
古
色
仕
上
げ
。
唇
に
朱
。
光
背
、
台
座
は
木
造
彩
色
。

保
存
状
態

頂
蓮
、
玉
眼
、
弁
髪
遊
離
部
、
両
肩
以
下
、
左
膝
側
面
、
裙
先
、
像

内
の
多
数
の
補
強
材
、
地
付
部
の
薄
板
、
表

面
の
古
色
、
胸
飾
、
持

物
、
以
上
各
後
補
。
条
帛
背
面
垂
下
部
欠
失
。
眼
の
縁
、
口
の
縁
に
削

り
直
し
が
あ
る
か
。
玉
眼
は
後
世
表
面
か
ら
貼
り
付
け
る
。
光
背
、
台
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座
は
各
後
補
。

銘
記

今
次
の
調
査
で
、
不
動
明
王
像
の
台
座
天
板
表
及
び
同
裏
面
に

銘
文
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

〈台
座
天
板
表
墨
書
〉
(改
行
部
分
/
。
字
体
は
現
行
通
用
の
文
字
に
改

め
る
。)此

不
動
明
王
者
、
根
本
上
醍
醐
普
門
院
本
尊
、
異
于
他
霊
像
也
、

/
彼
院
退
転
之
後
、
纔
。結
草
堂
奉
安
置
、
是
仍
雨
露
頻
湿
既
覃
、

/
尊
躰
破
裂
、
莓
苔
空
鎖
、
怱
全
座
光
朽
損
、
依
之
先
年
奉
渡
金

剛
輪
院
/
護
摩
堂
、
如
形
修
理
、
今
口
口
而
課
大
仏
師
康
正
法

印
、
瑟
々
座
并
後
光
悉
/
新
造
之
、
努
力

〃
、
雖
為
暫
時
、
去
当

院
勿
渡
他
所
矣
、

時
慶
長
±

歳
倆
±

月
日
座
主
准
三
宮

(花
押
)
韓

有
九

〈
台
座
天
板
裏
墨
書
〉

下
醍
醐
寺
金
剛
輪
院
護
摩
堂

慶
長
十

一
年
柄
十

一
月
日
法
務
演

作
風
の
特
色
と
銘
文
に
つ
い
て

醍
醐
寺
伝
法
学
院
不
動
明
王
像
は
体
躯
は
細
身
に
表
さ
れ
、
面
部
に

は
多
少

の
削
り
直
し
は
あ
る
が
抑
揚
が
あ
る
。
脚
部

の
衣
文
は
細
い
襞

を
数
多
く
配
す
が
、
例
え
ば
仁
平
四
年

(
=

五
四
)
作
と
考
え
ら
れ

る
京
都
峰
定
寺
千
手
観
音
像
の
脚
部
の
衣
文
は
本
像

の
表
現
に
近

い
。

こ
の
よ
う
に
本
像
に
は
十
二
世
紀
半
ば
以
降
の
作
品
に
表
れ
る
特
徴
が

み
ら
れ
る
。

安
元

二
年

(
=

七
六
)
頃
に
仏
師
法
眼
明
円
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ

た
大
覚
寺
五
大
明
王
像

の
中
尊
不
動
明
王
像

(図
19
)
は
、
作
風
は
穏

和
で
、
抑
揚
の
少
な
い
肉
身
部
や
衣
文
の
表
現
か
ら
も
、
十
二
世
紀
後

半
と
し
て
は
保
守
的
な
作
風
と
い
え
る
。
大
覚
寺
像
は
保
守
的
な
作
域

の
中
で
も
、
条
帛
等
の
着
衣
に
別
材
を
矧
ぐ
と
い
う
方
法
に
よ

っ
て
写

21

実
性
を
表
現
す
る
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
方
法
は
視
覚
的
に
は
さ
ほ
ど
大
き
な
効
果

を
上
げ
て
い
な
い
。
前
述

し
た
作
風
か
ら
は
、
伝
法
学
院
像

の
ほ
う
が
、
よ
り
視
覚
的
な
変
化
を

意
識
す
る
作
家
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
そ

れ
が
鎌
倉
時
代
の
新
様
を
取
り
入
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
安
元
二

年

(
=

七
六
)
運
慶
作
の
奈
良
円
成
寺
大

日
如
来
像
と
比
較
す
れ
ば

明
ら
か
で
あ
る
。
円
成
寺
像
の
緊
張
し
た
姿
勢
や
み
ず
み
ず
し
い
張
り

の
あ
る
肉
ど
り
は
、
鎌
倉
時
代
に
展
開
さ
れ
る
慶
派
の
作
風
の
予
兆
で

あ
り
、
伝
法
学
院
像
の
背
を
丸
め
た
姿
勢
や
形
式
的
な
衣
文
の
表
現
と

は
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
本
像
は
平
安
時
代
末
期
の
、
多
少
目
新
し

い
点
を
意
識
し
た
京
都
仏
師
の
作
で
あ
ろ
う
。

台
座
天
板
の
墨
書
は
准
三
宮
、

つ
ま
り
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初

期
に
か
け
て
の
醍
醐
寺
座
主
義
演

(
一
五
五
八
-

一
六
二
六
)
直
筆
の

22

も
の
で
あ
る
。
義
演
は
醍
醐
寺
を
復
興

へ
と
導
き
、

一
方
で
は

『醍
醐

寺
新
要
録
』
を
編
纂
し
醍
醐
寺
の
歴
史
研
究

に
も
力
を
入
れ
た
。
こ
の

銘
文
の
内
容
に
も
何
ら
か
の
根
拠
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
銘
文

か
ら
不
動
明
王
像
は
も
と
は
上
醍
醐
普
門
院

の
本
尊
で
、
普
門
院

の
退

転
に
よ
り
他
の
荒
廃
し
た
堂
に
移
さ
れ
、
雨
露

に
よ

っ
て
尊
体
、
台
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座
、
光
背
が
朽
損
し
た
た
め
、
義
演
が
下
醍
醐
金
剛
輪
院
護
摩
堂

(現

在
の
三
宝
院
弥
勒
堂
)
に
移
し
、
慶
長
十

一
年

(
一
六
〇
五
)
大
仏
師

康
正

(
一
五
三
四
-

一
六
二
一
)
に
命
じ
て
修
理
を
行
い
、
台
座
と
光

23

背
を
新
造
さ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

現
在

三
宝
院
弥
勒
堂
に
は
、
や
は
り
義
演
に
よ

っ
て
菩
提
寺
か
ら
移

24

さ
れ
た
快
慶
作
の
弥
勒
菩
薩
像
な
ど
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
上
醍
醐
普

門
院
は
現
在
そ
の
場
所
を
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
唯

一
文
献
に
残
る
の

は
、
十

四
代
座
主
勝
覚
の
創
建
し
た
上
醍
醐
清
滝
宮
の
本
殿
と
拝
殿
は

応
永
十
七
年

(
一
四

一
〇
)
に
焼
失
し
た
が
、
そ
の
時
の
火
元
が
普
門

院
慶
恵

の
籠
所
で
あ

っ
た

(『醍
醐
寺
新
要
録
』
巻
二

一
〇
〇
頁
)
と

い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
。
佐
和
隆
研
氏
に
よ
れ
ぼ
そ
の
場
所
は
現
在
の

25

上
醍
醐
寺
務
所
の
あ
た
り
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
銘
文
に
脇
侍
像

の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
現
在
の
伝
法
学
院
の
不
動
三
尊

像
が
造
立
当
初
か
ら

一
具
で
は
な
い
こ
と
の

一
つ
の
裏
付
と
な
ろ
う
。

第

三
章

造
立

の
背
景

一

不
動
明
王
像
と
二
童
子
像
の
図
像
的
特
色

大
講
堂
不
動
明
王
像
、
伝
法
学
院
不
動
明
王
像
は
と
も
に
髪
を
総
髪

と
し
、
両
目
を
見
開
き
、
上
歯
で
下
唇
を
噛
む
。
こ
の
形
状
は
京
都
神

護
寺
高
雄
曼
荼
羅
の
胎
蔵
界
曼
荼
羅
に
描
か
れ
る
不
動
明
王
像
と
ほ
ぼ

同
様
で
、
こ
の
高
雄
曼
荼
羅
の
不
動
明
王
像

の
形
が
所
謂

「弘
法
大
師

26

御
筆
様
」
と
い
わ
れ
、
承
和
六
年

(八
三
九
)
に
開
眼
供
養
が
行
わ
れ

た
東
寺
講
堂
五
大
明
王
像

の
不
動
明
王
像
な
ど
の
造
像
例
が
あ
り
、
平

安
前
期
に
は
こ
の
形
の
像
は
最
も

一
般
的
に
造
ら
れ
た
。
や
が
て
円
珍

(
八

一
四
-

八
九

一
)
感
得
の
黄
不
動
が
現
れ
、
さ
ら
に
九
世
紀
末
か

ら
十
世
紀
初
期
に
か
け
て
台
密
に
安
然

(
八
四

一
?
ー

)
、
続

い
て

東
密

に
淳
祐

(入
九
〇
1
九
五
三
)
が
、
髪
を
巻
髪
と
し
、
天
地
眼
と

し
、
牙
を
上
下
に
出
す
な
ど
の
十
九
の
観
念

に
基
づ
く
不
動
明
王
の
姿

を
説
く
と
、
平
安
後
期
に
は
、
画
像
に
お
い
て
も
彫
像
に
お
い
て
も
こ

27

の

「十
九
観
」
に
よ
る
不
動
明
王
が
流
行
す
る
よ
う
に
な
る
。
画
像
で

は
十
世
紀
末
に
玄
朝
に
よ
っ
て
こ
の
形
の
不
動
明
王
像
が
描
か
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
、
彫
像
で
は
、
作
風
の
比
較
で
も
取
り
上
げ
た
、
寛

治
八
年

(
一
〇
九
四
)
に
造
立
さ
れ
た
滝
谷

不
動
明
王
寺
不
動
三
尊
像

の
中
尊
不
動
明
王
像
は
こ
の
十
九
観
に
基
づ
く
在
銘
像
の
う
ち
最
も
古

い
も
の
で
あ
り
、
久
寿
元
年

(
=

五
四
)
造
立
の
峰
定
寺
不
動
明
王

像
も
十
九
観
に
よ
る
。
ま
た
二
童
子
像
は
日
本
で
は
、
古
く
は
安
然
撰

の

『聖
無
動
尊
決
秘
要
義
』
、
『
不
動
明
王
秘
密
教
要
決
』
、
『不
動
明
王

28

立
印
儀
軌
修
行
次
第
胎
蔵
行
法
』
の
な
か
に
記
さ
れ
、
特
に

『不
動
明

王
立
印
儀
軌
修
行
次
第
』
に
は
不
動
十
九
観
も
記
さ
れ
る
。
二
童
子
が

不
動
明
王
と
共
に
説
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
日
本
に
お
い
て
は

29

安
然
以
降
の
こ
と
と
す
る
松
下
隆
章
氏
の
説
が
あ
る
。
し
か
し
画
像
で

は

『別
尊
雑
記
』
に
収
め
ら
れ
る
、
円
珍
請
来
五
菩
薩
五
忿
怒
と
称
す

る
五
菩
薩
像
と
五
大
明
王
像
の
中
の
不
動
明
王
像

に
三
童
子
五
部
使
者
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が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
松
下
氏
の
説
を
疑
問
視
す
る
意
見
も
あ

30り
、
ま
た
醍
醐
寺
の
不
動
図
巻

の
う
ち
不
動
明
王
二
童
子
像

(良
秀

様
)

の
よ
う
に
、
高
雄
曼
荼
羅
様
不
動
明
王
に
二
童
子
が
付
い
た
り
、

黄
不
動
型

の
不
動
明
王
に
二
童
子
が
付
く
例
が
あ
る
。
表
現
の
自
由
な

絵
画
の
場
合
は
、
十
九
観
に
よ
る
不
動

へ
の
移
行
は
彫
像
ほ
ど
明
瞭
で

31

は
な
い
と
さ
れ
、
そ
れ
に
伴
い
二
童
子
も
比
較
的
様

々
な
形
の
不
動
明

王
と
の
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
。

一
方
、
彫
像
の
場
合
は
、
二
童
子
像
は
安
然
の
十
九
観
に
よ
る
不
動

明
王
像

と
結
び

つ
く
傾
向
が
か
な
り
は

っ
き
り
と
見
ら
れ
、
現
存
す
る

平
安
後

期
の
不
動
三
尊
像
の
中
尊
不
動
明
王
像
は
、
検
討
叨
結
果
、
ほ

ヨ

ぼ
す
べ

て
の
像
が
十
九
観
の
形
に
基
づ
く
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
こ
の
こ

と
を
考
慮
す
る
と
、
大
講
堂
の
不
動
明
王
像
と
伝
法
学
院
の
二
童
子
像

が

一
具

で
あ
る
こ
と
は
、
高
雄
曼
荼
羅
様

に
ご
く
近

い
不
動
明
王
像

と
、
二
童
子
像

の
結
び

つ
い
た
三
尊
像
と
な
り
非
常
に
珍
し
い
組
み
合

わ
せ
と
な
る
。

平
安
後
期
に
は
十
九
観
に
よ
る
不
動
明
王
像
が
流
行
し
た
が
、
東
密

系
寺
院

で
は
高
雄
曼
荼
羅
様
の
不
動
明
王
も
長
く
尊
崇
を
集
め
て
い
た

ヨ

こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
廓
。
そ
れ
に
加
え
て
平
安
後
期

の
醍
醐
寺
で

は
、
高
雄
曼
荼
羅
様
の
不
動
明
王
に
特
に
執
着
す
る
事
情
が
あ

っ
た
。

即
ち
、
中
野
玄
三
氏
に
よ
る
と
、
醍
醐
寺
に
現
在
伝
わ
る
白
描
図
像

の

仁
王
経
本
尊
図
像
は
鎌
倉
時
代

の
写
本
だ
が
、
「弘
法
大
師
御
筆
様
」

の
伝
承
を
持
ち
、
そ
こ
に
は
高
雄
曼
荼
羅
様
の
不
動
明
王
像
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
の
原
本
は
、
十

一
世
紀
の
末
頃
、
醍
醐
寺
十
三
代
座
主
定

賢

(
一
〇
二
四
-

一
=

○
)
か
ら
、
三
井
寺
の
鳥
羽
僧
正
覚
猷
の
手

に
移

っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
後
醍
醐
寺
で
は
弘
法
大
師
御
筆
様
仁
王
経

本
尊
図
像
の
流
出
を
惜
し
む
気
持
ち
が
強
く
、
三
宝
院
僧
正

(醍
醐
寺

十
五
代
座
主
定
海
)
は
絵
仏
師
定
智
に
模
本
を
作
ら
せ
た
。
ま
た
平
安

時
代
に
新
し
く
考
案
さ
れ
た
仁
王
経
曼
荼
羅
に
は
、
小
野
曼
荼
羅
寺
の

仁
海

(九
五

一
-

一
〇
六
四
)
が
絵
仏
師
如
照
に
描
か
せ
た
増
益
曼
荼

羅
と
、
醍
醐
寺
十
五
代
座
主
定
海

(
一
〇
七
四
1

=

四
九
)
が
仁
海

の
増
益
曼
荼
羅
を
改
め
、
珍
海
に
描
か
せ
た
息
災
曼
荼
羅
が
あ
る
。
仁

海
の
増
益
曼
荼
羅
は
現
存
す
る
作
品
の
な
か
で
は
、
大
阪
久
米
田
寺
本

仁
王
経
曼
荼
羅

(鎌
倉
時
代
)
と
、
醍
醐
寺
本
仁
王
経
曼
荼
羅

(鎌
倉

時
代
)
が
そ
の
系
統
で
、
東
を
上
に
諸
尊
を
配
置
し
、
そ
の
不
動
明
王

は
巻
髪
、
天
地
眼
で
牙
を
上
下
に
出
し
、
「十
九
観
」
に
基
づ
く
形
を
と

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
定
海
の
息
災
曼
荼
羅

は
、
現
存
作
品
の
中
で
は

山
口
神
上
寺
本
仁
王
経
曼
荼
羅

(鎌
倉
時
代
)
が
こ
の
形
式
だ
が
、
北

を
上
に
諸
尊
を
描
き
、
そ
の
不
動
明
王
は
仁
海
以
前
の
総
髪
、
瞋
目
、

上
歯
を
表
す

コ
咼
雄
曼
荼
羅
様
」
を
踏
襲
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
仁

海
本
の
不
動
明
王
が

「十
九
観
」
に
基
づ
く
姿
に
改
め
ら
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
定
海
本
で
は
依
然

コ
咼
雄
曼
荼
羅
様
」
の
不
動
明
王
を
踏

襲
し
て
お
り
、
醍
醐
寺
に
お
け
る
弘
法
大
師
御
筆
様
仁
王
経
本
尊
図
像

を
失

っ
た
愛
惜
の
情
の
き
わ
め
て
強
か

っ
た
様
子
を
察
す
る
こ
と
が
で

34

き

る

、

と

い

う

。
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こ
の
な
か
で
中
野
氏
は
、
弘
法
大
師
御
筆
様
仁
王
経
本
尊
図
像
原
本

の
流
出

に
伴
い
模
本
を
作
ら
せ
た
三
宝
院
僧
正
を

一
応
定
海
に
比
定
す

る
が
、
あ
る
い
は
三
宝
院
僧
正
は
勝
覚

(
一
〇

五
七
-

一
一
二
九
)

35

か
、
と
し
て
い
る
。
醍
醐
寺
十
四
代
座
主
勝
覚
は
定
海
の
師
で
、

い
ず

れ
に
し
て
も
十
三
代
座
主
定
賢
の
時
の
弘
法
大
師
御
筆
様
仁
王
経
本
尊

図
像
の
流
出
か
ら
、
十
四
代
座
主
勝
覚
、
十
五
代
座
主
定
海
の
時
代
に

は
、
弘
法
大
師
御
筆
様

(高
雄
曼
荼
羅
様
)
不
動
明
王
像

へ
の
執
着
が

生
じ
て

い
た
ら
し
い
。
若
干
付
け
足
す
と
す
れ
ば
、
仁
海
は
醍
醐
延
命

院
元
杲
の
正
嫡
で
、
醍
醐
寺
開
山
僧
聖
宝
の
お
こ
し
た
小
野
流
を
継
い

36

だ
人
物

で
、
定
海
の
お
こ
し
た
三
宝
院
流
は
小
野
流

の
法
流
を
汲
む
こ

と
か
ら
、
仁
海
本
と
定
海
本
の
不
動
明
王
の
形

の
違

い
は
流
派
に
よ
る

も
の
で
は
な
い
。
醍
醐
寺
で
は
仁
海
の
頃
に
は
、
十
九
観
に
よ
る
不
動

明
王
像

を
と
り
入
れ
た
が
、
定
賢
の
時
代
に
弘
法
大
師
御
筆
様
仁
王
経

本
尊
図
像
を
失

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
勝
覚
、
定
海
の
頃
に
は
、
弘
法
大

師
御
筆
様

(高
雄
曼
荼
羅
様
)
不
動
明
王
像

へ
の
執
着
が
生
じ
る
よ
う

に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。
醍
醐
寺
に
現
存
す
る
平
安
後
期
の
不
動
明
王
像
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が
二
体
と
も
高
雄
曼
荼
羅
様
に
基
づ
く
理
由
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
と
に
今
回
問
題
と
す
る
醍
醐
寺
不

動
三
尊
像
は
、
前
述
の
よ
う
に
あ
ま
り
類
の
な
い
組
み
合
わ
せ
を
と

っ

て
ま
で
、
不
動
明
王
像
を
高
雄
曼
荼
羅
様
と
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
意

識
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。

二

不
動
三
尊
像
の
伝
来
と
当
初

の
安
置
堂
宇

現
在
不
動
明
王
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
下
醍
醐
大
講
堂
と
、
脇
侍

二

童
子
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
下
醍
醐
伝
法
学
院
は
、
昭
和
五
年

(
一
九

三
〇
)
か
ら
始
ま

っ
た
醍
醐
寺
の
造
成
事
業

の

一
環
と
し
て
建
て
ら
れ

た
。
そ
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
る
仏
像
が
、
ど

こ
か
ら
移
さ
れ
た
も
の
な

の
か
を
記
す
記
録
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
が
、
副
島
弘
道
氏
の
醍
醐
寺
霊

38

宝
館
五
大
明
王
像
に
関
す
る
論
中
で
引
か
れ
る
、
明
治
時
代

の
文
化
財

調
査
の
際
の
記
録
で
あ
る

『宝
物
目
録
』
を
み
る
と
、
下
醍
醐

「理
性

院
」
に
は

「四
等
不
動
明
王
木
像
坐
像
二
尺
九
寸
千
年
、
昆
迦
羅
童
子

木
像
立
像

二
尺
、
制
多
迦
童
子
木
像
立
像
二
尺
」
ま
た
、
下
醍
醐

コ
ニ

宝
院
」
に
も

「制
多
伽
童
子
木
像
立
像
三
尺
、
四
等
不
動
明
王
木
像
坐

像
二
尺
七
寸
九
百
年
、
昆
迦
羅
童

子
木
像
立
像

三
尺
」
の
記
載
が
あ

る
。
こ
の
う
ち
理
性
院
に
は
平
安
後
期
作
と
推
定
さ
れ
る
不
動
明
王
像
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と
江
戸
時
代
作

二
童
子
像
が
現
存
し
、
「理
性
院
」
条
に
記
さ
れ
た

二

童
子
像
の
法
量
は
伝
法
学
院
像
と
は
大
き
く
異
な
る
。
伝
法
学
院
不
動

明
王
像
の
台
座
に
は
金
剛
輪
院

(現
在
の
三
宝
院
)
に
安
置
し
、
他
所

へ
移
す
こ
と
を
禁
じ
た
墨
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
現
在
伝
法
学
院
安

置
の
不
動
明
王
像
と
二
童
子
像
が
、
コ
ニ
宝
院
」
条
の
像

に
あ

た
る
と

み
て
間
違
い
な
い
。

大
講
堂
不
動
明
王
像
に
該
当
す
る
像
は
、
法
量
等

の
条
件
か
ら
、

『宝
物
目
録
』
「醍
醐
寺
」
条
の

「
四
等
不
動
明
王
木
像
坐
像
三
尺

一
寸
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九
百
年
」
に
あ
た
る
。
「醍
醐
寺
」
は
そ
こ
に
記
さ
れ
る
他
の
尊
名
か
ら

金
堂
を
指
す
こ
と
が
わ
か
る
。
大
講
堂
像
の
法
量
は
尺
寸
換
算
で
は
約

二
尺
八
寸
で
、
法
量
が
若
干
異
な
る
が
、
『宝
物
目
録
』
の
法
量
の
記
述

は
他
の
現
存
像
と
比
較
し
て
も
決
し
て
正
確
と
は
い
え
ず
、
十
分
誤
差

の
範
囲
内
と
い
え
る
。

以
上

か
ら
、
明
治
時
代
に
は
伝
法
学
院
の
不
動
明
王
像
と
二
童
子
像

は
三
宝
院
に
、
大
講
堂
不
動
明
王
像
は
金
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
二
体
の
不
動
明
王
像

に
記
さ
れ
た
四
等
の
等
級
は
、

醍
醐
寺

に
現
存
す
る
快
慶
作
木
造
弥
勒
菩
薩
坐
像
と
同
等
の
も
の
で
、

厳
し
い
評
価
基
準
の
な
か
で
も

『
宝
物
目
録
』
の
中
で
は
高
い
評
価
が

な
さ
れ
て
い
る
。

40

『醍
醐
雑
事
記
』
(以
下

『雑
事
記
』
と
略
す
)、
『醍
醐
寺
新
要
録
』

(以
下

『新
要
録
』
と
略
す
)
等
の
醍
醐
寺
に
関
す
る
史
料
に
は
当
時

不
動
三
尊
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
い
う
は

っ
き
り
し
た
記
述
は
み
ら

れ
な
い
。
た
だ
し
二
童
子
を
記
さ
な
い
不
動
明
王
像
の
造
立
例
は
い
く

つ
か
あ

る
。

二
童
子
像
の
存
在
が
書
き
漏
ら
さ
れ
た
可
能
性
を
考
え
、

そ
の
他

の
不
動
明
王
像
の
造
立
例
を
見
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
五
大
明
王
像
と
し
て
の
造
立
例
だ
が
、
文
献
に
は
年
代
的
に

41

本
不
動
三
尊
像
に
該
当
す
る
も
の
は
な
い
。
ま
た
五
大
明
王
像
の
不
動

明
王
像

に
脇
侍
の
二
童
子
像
が
付
く
例
は
、
画
像
で
は
鎌
倉
時
代
の
醍

醐
寺
五
大
尊
図
中
の
不
動
明
王
図
な
ど
の
例
は
あ
る
が
、
彫
像
と
し
て

姐

の
例
は
な
い
。
本
不
動
三
尊
像
が
五
大
明
王
像
と
し
て
造
立
さ
れ
た
可

能
性
は
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
他
の
不
動
明
王
像

の
造
立
例
と
し
て
は
、
『雑
事
記
』
か
ら
は

次
の
像
が
知
ら
れ
る
。

蓮
華
院
の
不
動
明
王
像

『雑
事
記
』
に
よ
る
と
下
醍
醐
蓮
華
院
に
は

「本
仏
阿
弥
陀
等
身
、

左
方
聖
観
音
立
、
右
方
不
動
」
(巻
四

一
五
〇
頁
)
が
あ

っ
た
。
蓮
華

院
の
創
建
年
代
は
記
さ
れ
な
い
が
、
願
主
は

「四
條
殿
大
僧
正
御
房
御

妹
」
で
、
大
僧
正
御
房
が
沙
汰
し
、
建
立
し
た
と
あ
る
。
大
僧
正
御
房

と
は
、
保
延
四
年

(
一
一
三
八
)

に
醍
醐
寺

か
ら
初
め
て
大
僧
正
に
補

さ
れ
た
醍
醐
寺
十
五
代
座
主
定
海

(
一
〇
七
四
1

=

四
九
)
で
、
蓮

華
院
の
お
よ
そ
の
創
建
年
代
が
わ
か
る
。
下
醍
醐
蓮
華
院
の
堂
宇
は
現

存
し
な
い
。
『新
要
録
』
に
よ
る
と
、
貞
治
三
年

(
=
二
六
四
)
か
ら
応

永
年
中

(
=
二
九
四
-

一
四
二
八
)

の
活
動
が
知
ら
れ
る
蓮
華
院
法
印

弘
尊
と
い
う
人
物
が
い
る
の
で
、
こ
の
頃
ま
で
蓮
華
院
は
存
在
し
て
い

た
ら
し
い
。
そ
れ
以
降
蓮
華
院
に
関
す
る
記
述
は

『新
要
録
』
中
に
は

み
ら
れ
な
い
た
め
、
文
明
二
年

(
一
四
七
〇
)

の
大
火
災
に
よ
り
焼
失

し
、
そ
の
後
再
興
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
。

遍
智
院
の
不
動
明
王
像

遍
智
院
は

『雑
事
記
』
に
よ
る
と
義
範
僧
都

(
一
〇
二
三
-

一
〇
八

八
)
の
草
創
で

「本
仏
弥
陀
三
尊
等
身
、
今
中
尊
大
日
、
不
動
、
愛
染

王
各
三
尺
」
(巻
五

一
五
三
頁
)
と
記
さ
れ
る
。
当
初
は
阿
弥
陀
三
尊

像
が
本
尊
で
、
の
ち

『雑
事
記
』
の

一
応
の
形
が
成
立
し
た
文
治

二
年
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(
一
一
八
六
)
頃
ま
で
に
大
日
、
不
動
、
愛
染
に
置
き
換
え
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

ま
た

『新
要
録
』
(巻
十

一

六
四
〇
～
六
四
二
頁
)

に
は

『雑
事

記
』
と
同
じ
記
事
以
外
に
も
、
「或
旧
記
云
、
遍
智
院
潅
頂
堂
、
本
仏
大

日
金
剛
界
大
日
也
。
金
色
光

二
同
有
卅
七
尊

ノ
三
摩
耶
形
。
脇
士
、
不

動
坐
像

、
降
三
世
坐
像
左
手
、
右
手
三
古
戟

二
臂
也
」
と
あ
り
、
こ
こ

で
は
脇
侍
の

一
体
は
愛
染
王
か
ら
降

三
世
に
か
わ

っ
て
い
る
。
そ
し
て

本
尊
で
あ
る
大
日
、
不
動
、
降
三
世
は
、
成
賢
が
造
立
し
た
尊
勝
曼
荼

羅
で
あ
る
と
記
さ
れ
る
。
成
賢
は
応
保

二
年

(
一
一
六
二
)

に
生
ま

れ
、
建
仁
三
年

(
一
二
〇
三
)
醍
醐
寺
座
主
、
寛
喜
三
年

(
一
二
三

一
)
示
寂
の
僧
で
あ
る
。
先
の

『雑
事
記
』

の
記
事
に
あ

っ
た
大
日
、

不
動
、
愛
染
を
再
度
置
き
換
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
が
画
像
、
彫

像

の
い
ず
れ
か
は
不
明
だ
が
、
今
回
問
題
と
し
て
い
る
不
動
三
尊
像
の

作
風
が
示
す
造
立
年
代
は
、
成
賢
の
時
代
と
は
合
わ
な
い
。

釈
迦
堂

(金
堂
)
の
不
動
明
王
像

『雑
事
記
』
に
は

「不
動
尊

一
体
、
等
身
大
僧
正
御
房
定
海
天
承
年

中
被
奉
居
之
」
(巻
三

七
二
頁
)
と
あ
り
、
下
醍
醐
釈
迦
堂
に
、
天
承

年
中

(
一
=
三

一
=
二
二
)
大
僧
正
御
房
定
海
に
よ
り
等
身
不
動

尊

一
体
が
安
置
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
定
海
は
永
久
四
年

(
一
二

六
)
に
座
主
に
任
ぜ
ら
れ
、
そ
の
高
貴
な
出
自
を
も

っ
て
皇
室
や
貴
族

の
帰
依

を
受
け
た
。
父
は
右
大
臣
源
顕
房
、
異
母
姉
の
賢
子
は
白
河
天

皇

の
中
宮
で
堀
川
帝
の
生
母
で
あ
る
。

延
喜
十
九
年

(九

一
九
)
創
建
の
下
醍
醐
釈
迦
堂

(金
堂
)
は
、
永

仁
三
年

(
一
二
九
五
)
の
寺
内
争
乱
で
焼
失
し
た
。
乾
元
元
年

(
=
二

〇
二
)
十
二
月
に
は
復
興
さ
れ
た
も
の
の
、
再
び
文
明
二
年

(
一
四
七

〇
)
応
仁
の
乱
の
火
災
に
よ

っ
て
焼
失
し
た
。
現
在
の
金
堂
は
豊
臣
秀

吉
が
紀
州
湯
浅
の
満
願
寺
の
本
堂
を
解
体
し

て
運
ぼ
せ
た
も
の
で
あ
る

(『新
要
録
』
巻
六

三
五
〇
～
三
五
四
頁
)
。

前
述
の
よ
う
に
現
在
大
講
堂
安
置
の
不
動
明
王
像
は
、
『宝
物
目
録
』

に
よ
れ
ば
明
治
時
代
に
は
釈
迦
堂

(金
堂
)
に
安
置
さ
れ
て
い
た
。
『雑

事
記
』
成
立
後
の
釈
迦
堂
の
退
転
を
考
え
る
と
、
大
講
堂
像
が
こ
こ
に

記
さ
れ
る
像
で
あ
る
と
断
定
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
醍
醐
寺
に
残
る

猛

明
治
時
代
の
他
の
記
録
で
は
、
『雑
事
記
』
記
載
の
像
を
、
釈
迦
堂
に
安

置
さ
れ
て
い
た
不
動
明
王
像
に
当
て
て
い
る
。
天
承
年
中
頃
は
大
講
堂

像

の
作
風
が
示
す
造
立
年
代
と
ほ
ぼ

一
致
し
、
優
れ
た
作
風
は
定
海
の

よ
う
な
高
僧
に
よ

っ
て
発
願
、
造
立
さ
れ
た
像

に
相
応
し
い
。
大
講
堂

像
は
不
動
三
尊
像
の
中
尊
像
と
し
て
は
珍
し

い

コ
咼
雄
曼
荼
羅
様
」
と

す
る
が
、
定
海
は
こ
の
形
に
特
に
執
着
し
て
い
た
ら
し
く
図
像
的
に
も

矛
盾
し
な
い
。

二
童
子
像
に
つ
い
て
は
記
述
さ
れ
な
い
も
の
の
、
本
不

動
三
尊
像
が
こ
の
釈
迦
堂
安
置
像
に
あ
た
る
可
能
性
は
残
さ
れ
る
。

醍
醐
寺
末
寺
の
石
問
寺

(『
雑
事
記
』
巻

二

四
九
頁
)
、
清
住
寺

(『雑
事
記
』
巻
五

一
六
四
頁
)
に
も
不
動
明
王
像
が
安
置
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
造
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
上
醍

醐
観
音
堂
に
も
不
動
明
王
像
が
あ
る
が
丈
六

の
客
仏
で
、
法
量
の
面
で
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ま
ず

異

な

る
。

三

不
動
三
尊
像
の
作
者
に
つ
い
て

大
講
堂
不
動
明
王
像
及
び
脇
侍

二
童
子
像
は
十

一
世
紀
末
か
ら
十

二

世
紀
始
め
頃
、
遅
く
と
も
十

二
世
紀
半
ば
過
ぎ
ま
で
は
降
ら
な
い
頃
の

造
立
と
推
定
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
は
奈
良
仏
師
で
は
頼
助
、
康
助
、
円

派
仏
師

で
は
円
勢
、
長
円
、
賢
円
、
院
派
仏
師
で
は
院
助
、
院
覚
な
ど

の
仏
師
が
活
躍
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
奈
良
仏
師
の
頼
助
は
全
く
作

品
が
伝
わ
ら
な
い
が
、
文
献
中
の
造
仏
例
す
べ
て
が
藤
原
氏
の
氏
寺
で

あ

っ
た
興
福
寺
に
関
係
し
、
藤
原
氏
と
の
強

い
つ
な
が
り
が
考
え
ら
れ

46る
。
醍
醐
寺
は
こ
の
時
期
村
上
源
氏
の
氏
寺
的
存
在
で
、
醍
醐
寺
で
頼

助
が
造

立
し
た
可
能
性
は
低
い
。
頼
助
の
後
を
継
い
だ
康
助
は
院
と
の

関
係
を
回
復
し
、
中
央
仏
師
と
し
て
活
動
し
た
。
武
笠
朗
氏
に
よ

っ
て

47

康
助
作
と
推
定
さ
れ
る
和
歌
山
金
剛
峰
寺
大

日
如
来
像
は
保
守
的
な
作

風
だ
が
、
武
笠
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
形
式
面
で
の
新
し
い
工
夫
が
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
醍
醐
寺
不
動
三
尊
像
に
は
図
像
な
ど
の
形
式
面
で

も
新
し
い
点
は
み
ら
れ
な
い
。
本
像
を
奈
良
仏
師
作
と
考
え
る
の
は
難

し
い
。

円
派
の
作
で
は
、
康
和
五
年

(
一
一
〇
三
)
円
勢
、
長
円
作
仁
和
寺

北
院
薬
師
如
来
像
が
あ
り
、
童
子
の
よ
う
な
顔
立
ち
や
ず
ん
ぐ
り
と
し

た
体
躯
、
あ
ま
り
伸
び
な
い
手
足
な
ど
の
特
徴
を
円
派
の
作
風
と
す
る

48

伊
東
史
朗
氏
の
説
が
あ
る
が
、
仁
和
寺
像
が
白
檀
の
小
像
で
あ
る
こ
と

と
、
古
像
の
復
興
と
い
う
造
立
背
景
も
あ

っ
て
、
ど
こ
ま
で
円
派
の
作

風
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
判
断
が
難

し

い
。
保
延
五
年

(
一
=
二

九
)
長
円
、
賢
円
工
房
の
作
と
考
え
ら
れ
る
安
楽
寿
院
阿
弥
陀
如
来
像

49

(図
23
)
や
、
久
安
元
年

(
二

四
五
)
円
信
作
と
考
え
ら
れ
る
西
大

50

寺
四
王
堂
十

一
面
観
音
像
に
円
派
の
作
風

が
み
ら
れ
よ
う
が
、
平
安
後
期
の
穏
や
か

な
作
風
を
示
す

こ
と
を
除
け
ぼ
、
や
や
面

長
で
痩
身
の
安
楽
寿
院
像
と
、
丸
み
の
あ

る
顔
立
ち
の
四
王
堂
像

に
は
特
に
系
統

だ

っ
た
特
徴
を
認
め
る
の
は
困
難

で
あ

る
。京

都
法
金
剛
院
阿
弥
陀
如
来
像

(図

24
)
は
大
治
五
年

(
一
=
二
〇
)
院
派
仏
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51

師
の
院
覚
作
と
考
え
ら
れ
る
。
天
喜
元
年

(
一
〇
五
三
)
定
朝
作
の
平

等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
に
比
べ
る
と
形
式
的
な
硬
さ
も
あ
る
が
、

や
は
り
穏
和
な
作
風
を
示
し
、
そ
こ
に
は
円
派
の
安
楽
寿
院
像
や
西
大

寺
四
王
堂
像
と
の
共
通
点
が
み
ら
れ
、
派
と
し
て
の
違
い
は
必
ず
し
も

明
瞭
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
院
派
、
円
派
の
作
風
を
明
確
に
分
類
す

52

る
考
察

も
あ
る
が
、
醍
醐
寺
不
動
三
尊
像
の
作
風
か
ら
円
派
、
院
派
、

何
れ
の
作
か
を
推
定
す
る
こ
と
は
現
段
階
で
は
筆
者

に
は
困
難
で
あ

る
。
た
だ
醍
醐
寺
不
動
三
尊
像
の
柔
軟
な
体
躯
や
衣
文
の
表
現
は
、
安

楽
寿
院
像
や
法
金
剛
院
像
ほ
ど
形
式
化
し
て
い
な
い
。

醍
醐
寺

の
平
安
後
期
の
作
例

で
は
、
長
承
三
年

(
一
一
三
四
)
勢

増
、
仁
増
作

の
仁
王
像

(『雑
事
記
』
巻
三

七
二
頁
)
が
現
存
す
る
。

そ
の
他
、
後

三
条
天
皇

(
一
〇
六
八
-

一
〇
七
二
在
位
)
の
乳
母
が
願

主
で
あ
る
中
院
安
置

の
長
勢

(
一
〇

一
〇
1
九

一
)
作
の
半
丈
六
の
阿

弥
陀
如
来
像

(『雑
事
記
』
巻
四

一
四
九
頁
)
、
永
久
三
年

(
一
一
一

五
)
定
肇
作
三
宝
院
大
日
、
薬
師
、
釈
迦
如
来
像

(『雑
事
記
』
巻
四

一
四
二
頁
)
、
保
安
元
年

(
一
=

一〇
)
定
海
発
願
、
院
覚
作
釈
迦
堂
中

門
持
国
天
、
多
聞
天
像

(『雑
事
記
』
巻

三

七

二
頁
)
、
康
治

三
年

(
=

四
四
)
仏
師
頼
厳
作
吉
祥
天
像

(『雑
事
記
』
巻
七

二
五
八

頁
)
が
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
現
存
す
る
醍
醐
寺
霊
宝
館
安
置

53

の
閻
魔
天
騎
牛
像
は
待
賢
門
院
御
仏
で
あ

っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、

霊
宝
館
安
置
の
吉
祥
天
像
は
大
治
五
年

(
一
=
二
〇
)
定
海
御
願
の
上

54

醍
醐
薬
師
堂
安
置
像
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
と
も
に
伊
東
史
朗
氏
に

55

よ
っ
て
院
派
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
醍
醐
寺
内
に
現
存
す
る

同
時
代
の
作
品
に
、
本
不
動
三
尊
像
と
同

一
の
作
家
に
よ
る
も
の
は
今

の
と
こ
ろ
な
い
よ
う
に
思
う
。
ま
た
本
像
の
作
風
は
、
現
在
知
ら
れ
て

い
る
仏
師
名

の
明
ら
か
な
何
れ
の
作
品
と
も
異
な
る
。
本
不
動
三
尊
像

の
作
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

お

わ
り

に

醍
醐
寺
大
講
堂
不
動
明
王
像
と
、
現
在
伝
法
学
院
安
置
の
矜
羯
羅
、

制
託
迦
二
童
子
像
は
当
初
は

一
具
の
像
で
あ
り
、
十

一
世
紀
末
か
ら
十

二
世
紀
初
め
頃
に

一
流
仏
師
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
た
作
品
で
、
平
安
後

期
の
穏
や
か
な
作
風
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
二
童
子
像
に
は
平
安
後
期
以

降
に
造
立
さ
れ
る
不
動
明
王
像
の
脇
侍
二
童
子
像
と
し
て
の
初
期
的
な

特
色
が
示
さ
れ
る
。

大
講
堂
不
動
明
王
像
は
不
動
三
尊
像
の
中
尊
に
は
珍
し
い

コ
咼
雄
曼

荼
羅
様
」
に
ご
く
近
い
形
を
と
る
。
十

二
世
紀
前
半
の
醍
醐
寺
で
実
権

を
握

っ
て
い
た
座
主
定
海
が
こ
の
形
に
執
着
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
本

像
の
造
立
に
定
海
が
関
係
し
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
強
い
。
こ
の
こ
と

か
ら
考
え
る
と
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
本

不
動
三
尊
像
が
天
承
年
中

(
一
=
一=

1

一
=
一一二
)
定
海
発
願
の
釈
迦
堂
像
に
あ
た
る
こ
と
も

あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

折
し
も
応
徳
三
年

(
一
〇
八
六
)

に
は
白

河
上
皇
が
院
政
を
開
始
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し
、
藤
原
氏
の
政
治
権
力
も
次
第
に
衰
え
を
み
せ
て
い
た
。
か
わ

っ
て

56

村

上
源

氏

は
著

し

い
進

出

を

遂

げ

、

そ

の
源

氏

の

氏
寺

的

存

在

で
あ

る

醍

醐

寺

が

こ

の
時

期

お

お

き

く

興

隆

し

た

。

本

不
動

三
尊

像

の

よ
う

な

優

れ

た
仏

像

が

こ

の
時

代

の
醍

醐

寺

に
造

立

さ

れ

た

の

は
、

こ

の

よ
う

な

歴
史

的

背

景

と

も

無

関

係

で
は

な

い
。

醍

醐

寺

に

は
優

秀

な

平

安
後

期

の
仏
像

が
他

に
も

幾

体

か
伝

え

ら

れ

て

い

る
。

そ

れ

ら

の
像

と

の
比

較

を
含

め

て
、

こ

の
時

代

の
彫

刻

史

の

展

開

に

つ
い

て

は
今

後

も

検
討

し

て

い
き

た

い
。

注

、

1

醍
醐
寺
彫
刻
調
査
の
担
当
者

は
副
島
弘
道
氏
。

一
九
九

三
、

一
九

九

四
両

年
度

に
渡

っ
て
調
査
に
参
加
さ

せ
て
い
た
だ

い
た
。
な
お
こ

の
調
査

の
初
年

度

(
一
九
九
三
年
)

の
中
間
報
告

に
、
本
稿

で
取

り
上
げ
た
大

講
堂

不
動

明

王
像
、
伝
法
学
院

不
動
明
王
像
と

二
童
子
像
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

副
島
弘
道

「醍
醐
寺
彫
刻
所
在
確
認
調
査

に
つ
い
て
」

(『
美

学

・
美

術
史

学
科
報
』
二
二

一
九
九

四
年

跡
見
学
園
女
子
大
学
美
学
美
術
史
学
科
)
。

2

中
島
俊
司
編

『醍
醐
雑
事
記
』
(
一
九
三

一
年
初
版
、

一
九
七
三
年

再
版
)
。

醍
醐
寺
文

化
財
研
究
所
編

『醍
醐
寺
新
要
録
』
上

・
下

(
一
九
九

一
年

法
蔵
館
)
。

3

大
講
堂
不
動
明
王
像

そ
の
他

の
法
量

(
単
位

㎝
)
。
髪
際
高

七
四

・
八

頂

-

顎

二
八

・
八

面
長

一
七

・
三

面
幅

一
七

・
二

耳
張

二

二

・
一

面

奥

二
三

二

二

胸
奥

(右
)

二
三

二

腹
奥

二
五

・
九

肘
張

六

三

・
九

膝
張
六
八

・
六

膝
奥

四
八

・
四

膝
高

(左
)

=
二
・
七

膝
高

(右
)

一
四

・
六
。

4

上
醍
醐

の
清
滝
宮

は
寛
治

三
年

(
一
〇

八
九
)

勝
覚

に
よ
る
建

立
。

現
存

す
る
の
は
永
享
十

一
年

(
一
四
三
九
)
に
再
建
さ
れ
た
拝

殿

(
国
宝
)
と
、
昭

和
十

四
年

(
一
九

三
九
)
焼
失
し
、
そ

の
後

の
再
建

に
な
る
本
殿

で
あ
る
。
下

醍
醐

の
清
滝
宮
社
殿

は
承
徳
元
年

(
一
〇
九
七
)

に
建
立
さ

れ

た
が
、

現
存

す
る
の
は
永
正
十

四
年

(
一
五

一
七
)

の
再
建

で
あ

る
。

佐
和
隆
研

『醍
醐
寺
』

(
一
九
七
六
年

東
洋
文
化
社
)
。

5

伝
法
学
院
矜
羯
羅
童
子
像
そ

の
他
の
法
量

(単
位

㎝
)
。
髪
際
高

八
八

・
九

頂
-
顎

一
四

・
六

面
長
九

・
三

面
幅

一
〇

・
四

耳
張

=

二
・
二

面
奥

一
五

・
一

胸
奥

(右
)

=
二
・
三

腹
奥

一
四

・
七

肘
張

三
三

・

○

裾
張

二
三

・
一

足
先
開

(外
)

≡

二
・
六

足
先
開

(
内
)

一
五

・

○
。

6

伝
法
学
院
制
託
迦
童
子
像
そ

の
他
の
法
量

(単
位

㎝
)
。
髪
際
高

八
八

・
九

頂
-
顎

一
六

・
一

面
長

一
〇

・
五

面
幅

一
二

・
一

耳
張

一

一
・
九

面
奥

」
四

・
三

胸
奥

(右
)

=

一7

七

腹
奥

一
四

・
一

裾

張

二
三

・
一

足
先
開

(外
)

二
五

・
四

足
先
開

(内
)

一
八

・
二
。

7

水
野
敬

三
郎

『
大
仏
師
定
朝
』

(
『
日
本

の
美
術
』

一
六
四

一
九

八
〇

年

至
文
堂
)
。

副
島
弘
道

「
同
聚
院
木
造

不
動
明
王
像
と
法
性
寺

五
大
堂
本
尊
」

(佐
藤
道

子
編

『
中
世
寺
院
と
法
会
』

一
九
九

四
年

法
蔵
館
)
。

8

西
川
新
次

「明
王
寺
不
動
明
王
及

二
童

子
像
」

(『
国
華
』

八
〇

八

一
九

五
九
年
)
。

丸
尾
彰

三
郎
他
編

『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

平
安
時

代

造
像

銘

記
篇
』

二

(
一
九
六
七
年

中

央
公
論
美
術
出
版
)
。

9

猪
川
和
子

「観
世
音
寺

馬
頭
観
音
像
造
顕
考
」

(『
美
術
研
究

』

一
九
〇

一
九

五
七
年
)
。

丸
尾
彰

三
郎
他
編

『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

平
安
時

代

造

像
銘
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記
篇
』

五

(
一
九
七
〇
年

中
央
公
論
美
術

出
版
)
。

10

中

野
玄

三

「峰
定
寺
諸
像

の
系
譜
」

(
『
国
華
』
九

二
六

一
九
七
〇
年
)
。

11

丸
尾
彰

三
郎
他
編

『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

平
安
時

代

造
像

銘

記
篇
』

四

(
一
九

六
七
年

中

央
公
論
美
術
出
版
)
。

伊
東
史
朗

「明
円
作
五
大
明
王
像
考
ー
後
白
河
院
政
期

に
お
け

る
京
都

仏

師

の
立
場
1
」

(『
学
叢
』

一
五

一
九
九

三
年
)
。

12

野
間
清

六

「截
金

の
時
代
性
に

つ
い
て
」

上

・
下

(『
国
華
』

五
六
〇

・
五

六

一

一
九

三
七
年
)
。

13

西
川
新
次
前
掲
論
文

(
注
8
)
。
丸
尾
彰

三
郎
他
前
掲
書

(注
8
)
。

14

西
川
新
次

「長
安
寺
蔵

・
太
郎
天

及
び

二
童
子
像
」

(
『美
術

史
』

四

入

一
九

六
三
年
)
。

丸
尾
彰

三
郎
他
編

『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

平
安
時

代

造

像
銘

記
篇
』

三

(
一
九
六
七
年

中
央
公
論
美
術
出
版
)づ

15

中
野
玄

三
前
掲
論
文

(
注
10
)
。

16

金
剛
智
訳

『
不
動
使
者
陀
羅
尼
秘
密
法
』
(
『大
正
新
修
大
蔵
経
』
二

一
)
に

は

「小
童
子
形
。
有
両
種
。

一
名
矜
羯
邏
恭
敬

小
心
者
是
。

一
名
制

託
迦
難

共

語
悪
性
者
是
。
猶
如
人
間
悪
性
在
下
」
と
記
さ
れ
、
他

に
は
、
安
然
選

『
聖
無

動
尊
決
秘
要
義
』
、
『
不
動

明
王
秘
密
教
要
決
』
、
『
不
動
明
王
立

印
儀
軌

修
行

次
第
胎
蔵
行
法
』

(
い
ず

れ
も

『
日
本

大
蔵
経

』
宗

典
部

天
台

宗
密
教

章
疏

三
)

に
同
様

の
意
が
記
さ
れ
る
。

17

仏
像

の
耳
の
形
式

化
に
注
目
し
た
、
代
表
的
な
研
究
と
し

て
次

の
論

考
が

あ
る
。

水
野
敬
三
郎

「快
慶
作
品

の
検
討
」

(『
美
術
史
』
四
七

一
九

六
三
年
)
。

18

注
16
参

照
。

19

伝
法
学
院

不
動
明
王
像
そ

の
他

の
法
量

(単
位

㎝
)
。
髪
際

高
七

二

・
五

頂
ー

顎

二
七

・
一

面
長

一
四

・
九

面
幅

一
五

・
七

耳
張

二
〇

・

一

面
奥

二
二

・
五
。
胸
奥

(右
)

一
九

・
六

腹
奥

二
四

・
五

肘
張

六
三

・

三

膝
張

六
七

・
○

膝
奥

四

四

・
六

膝
高

(左

)

一
二

・
五

膝

高

(右
)

一
二

・
九
。

20

中

野
玄

三
前
掲
論
文

(注
10
)
。

21

伊
東
史
朗
前
掲
論
文

(注
11
)
。

22

銘
文

の
解
読

に
あ
た

っ
て
は
、
東
京

国
立
博
物
館
安
達
直
哉

氏

の
御
教

示

を
受
け

た
。

23

康
正

は
、
京
都
教
王
護
国
寺
金
堂

の
薬
師

三
尊
像

の
復
興
造

営

や
、
長

承

三
年

(
一
=
二
四
)
造
立

の
醍
醐
寺

西
大
門
金
剛
力
士
像

の
修

理

を
行

っ
た

こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
『
本
朝

大
仏
師

正
統
系
図
』

(『美

術
研
究
』

=

一
九

三
二
年
)
。

24

銘
文
か
ら
勝
賢

(
一
=
二
八
ー

九
六
)

を
願
主
と
し

て
造

立
さ

れ
た

こ
と

が
わ

か
る

こ
の
弥
勒
菩
薩
像

は
、
当
初

は
上
醍
醐
覚
洞
院
護
摩
堂

の
本
尊

で
、

い

つ
の
こ
ろ
か
菩
提
寺
に
移
さ
れ
、
義
演

に
よ

っ
て
菩
提
寺

か
ら
金

剛
輪

院

(
三
宝
院
)

に
移
さ
れ
た
。

赤
松
俊
秀

「快

慶
作

の
弥
勒

菩
薩

像
」

(
『
大

和
文
華

』

四

一
九

五

一

年
)
。

毛
利
久

「醍
醐
寺

の
快
慶
作
像
」

(
『仏
教
芸
術
』
四

二

一
九

六
〇
年
)
。

副
島
弘
道

「醍
醐
寺

三
宝
院
本
堂

(弥
勒
堂
)
の
弥
勒
菩
薩
像
」
(『
醍
醐
春

秋
』

二

一

一
九
九
三
年

真
言
宗
醍
醐
派
総
務
本
庁
)
。

25

佐
和
隆
研
前
掲
書

(
注
4
)
。

26

中
野
玄

三

『
不
動

明
王
像
』

(
『
日
本

の
美
術
』

二
三
入

一
九

入
六
年

至
文
堂
)
。
大
講
堂

、
伝
法

学
院
、
高
雄
曼
荼
羅

不
動

明
王
像

で
は
、
頭
頂

に

そ
れ
ぞ
れ
莎
髻

、
蓮
華

(後
補
)
、

六
花
を
戴
く

こ
と
や
、
体

の
向
き
、
弁
髪

の
意
匠
な
ど
異
な
る
点

も
あ

る
。
醍
醐
寺
像

は
図
像
的

に
は
福
井

常
禅

寺
木

造
不
動
明
王
像

に
近
く
、

同
聚
院

不
動

明
王
像
な
ど

の
天
台
系

の
影
響

も
考

一
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え
ら
れ
る
。

平
安
後

期
の
不
動

明
王
像

の
形
成

の
変
化
を
詳

し

く
調

べ
る

こ

と
は
重
要
だ
が
、
現
時
点

で
は
正
確

に
求

め
る
こ
と
は
難

し

い
。

こ

こ
で

は

両
像
と
も
大

別
し
て
高
雄
曼
荼
羅
様

不
動
明
王
像

で
あ
る
と

の
み
、
類

別

し

て
お
く
。
な
お
同
聚
院
像

の
図
像
的
な
形
状

の
特
徴
を
述
べ
た
論

文

に
は
次

の
も

の
が
あ

る
。

山
岸

公
基

「
同
聚
院

(
旧
法
性
寺

五
大
堂
)
不
動
明
王
の
造
立

と
そ

の
意

義

」
(
『美
術
史
』

一
二
八

一
九
九
〇
年
)
。

副
島

弘
道
前
掲
論
文

(注

7
)
。

27

中
野
玄

三
前
掲
書

(注

26
)
。

28

『
日
本
大
蔵
経
』
宗
典
部
天
台
宗
密
教
章
疏
三
。

29

松
下
隆
章

「法
光
院

不
動
明
王

二
童
子
像

に
就

い
て
」

(
『
美
術

研
究

』

一

五
三

一
九

四
九
年
)
。

30

中
野
玄

三

「画
像

不
動

明
王
概
説
」
(京
都
国
立
博
物
館
編

『画
像
不
動
明

王
』

一
九
入

一
年
)
。

31

中
野
玄

三
前
掲
論
文

(注

30
)
。

32

参
考

ま
で
に
、
現
存
す

る
不
動

三
尊
像

の
不
動
明
王
像

の
形
状

を
、

十
九

観
の
う
ち
特

に
目
立

つ
特
色

で
あ
る
、
巻
髪
と
す
る
、
天
地
眼
と

す

る
、
牙

を
上
下
に
出
す
、
と

い
う

三
点

に
着
目
し

て
こ

の
表

現
の
有

無

を
調

べ
、
表

に
す
る
。

な
お
、
制
作
時
期

は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌

倉
時
代

と
推

定
さ

れ

る

も

の
に
限
り
、
当
初

か
ら

一
具
と
し

て
造
立
さ
れ
た
と
判
断

さ
れ

る
も

の
を

掲
げ
る
。

表

記
は
十
九
観

に
基
づ
く
場
合

(巻
髪
、
天
地
眼
、
牙
を
上
下

に
出
す
)

A
。

高
雄
曼
荼
羅
様

と
す

る
場
合

(総
髪
、
両
目
瞋
目
、
上
歯

を
表
す
)
B
。
保
存
状

態
が
悪

い
、
も
と
も

と
表
現

し
て
な

い
な
ど
不
明
な
場
合
C
と
す

る
。

所
在

髪

眼

歯

所
在

髪

眼

歯

大
阪
滝
谷
不
動

滋
賀
延
暦
寺

無
動
寺

明
王
寺

A

A

A

明
王
堂
A

A

A

京
都
峰
定
寺

A

A

A

滋
賀
延
暦
寺
玉
蓮
院
A

A

A

滋
賀
金
剛
定
寺

B

B

A

千
葉
新
勝
寺

A

A

A

奈
良
新
薬
師
寺

A

A

A

富
山
東
薬
寺

A

A

A
*

福
岡
円
清
寺

A

A

A

愛
知
普
門
寺

A

A

A

岡
山
勇
山
寺

A

A

A

愛
媛
石
手
寺

A

A

A

茨
城
不
動
院

A

A

A

大
阪
西
恩
寺

B

B

B

大
分
真
木
区

A

A

A

岐
阜
秋
葉
神
社

A

A

A

奈
良
十
輪
院

A

A

A

滋
賀
常
照
庵

A

B

A

和
歌
山
吉

祥
寺

A

A

A

京
都
浄
瑠
璃
寺

A

A

A

滋
賀
西
明
寺

A

A

A

神
奈
川
大
山
寺

B

B

A

宮
城
花
山
寺

A

B

B

神
奈
川
宝
金
剛
寺

A

B

B

福
岡
石
井

坊

A

A

A
°
大
分
熊
野
権
現
社

C

A

A
磨

福
岡
猛
勇
神
社

A

A

A

大
分
臼
杵
市
門
前

A

A

A
磨

新
潟
長
谷
寺

B

C

A

大
分
瑞
厳
寺

A

C

C
磨

佐
賀

永
寿
寺

A

A

A

大
分
普
光
寺

B

B

A
磨

千
葉
大
山
寺

A

A

A

大
分
犬
飼
町
田
原

A

C

A
磨

滋
賀
岩
間
寺

A

A

A

大
分
豊
後
高
田
市

滋
賀

園
城
寺

A

A

A

元
宮
C

C

A
磨

静
岡
願
成
就
院

A

B

B

富
山
日
石
寺

A

B

B
磨

磨
は
磨
崖

仏
。
*
印

の
あ

る
も

の
は
、
そ

の
よ
う
な
像

の
存

在

は
伝

え

ら

れ
る
が
、
筆

者
は
未
確
認

の
像
。
以
上

か
ら
、
高
雄
曼
荼

羅
様

不
動

明
王
像

に
二
童
子
像

が
付

く
例

は
大
阪
西
恩
寺

一
例
し
か
な

い
。

な
お

こ

の
表

で

は

高
雄
曼
荼
羅

様
と
十

九
観

両
方

の
影
響
を
受
け
、
A
、
B
が
混

在
す

る
像
も

見
ら
れ
る
。

33

中
野
玄

三

「仁
王
経
と
不
動
明
王
像
」

(『
密
教
美
術
大
観
』

三
巻

一
九
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八
四
年

朝

日
新
聞
社
)
。

34

中
野
玄
三
前
掲
書

(注
掲
26
)
。

中
野
玄

三
前
掲
論
文

(注

33
)
。

中
野
玄

三

「仁
王
経
曼
荼
羅

の
展
開
」

(『
国
華
』

一
〇
七

四

一
九

八

四

年
)
。

35

中
野
玄

三
前
掲
論
文

(注
34
)

「仁
王
経
曼
荼
羅

の
展
開
」
。
覚
禅

鈔
仁

王

経
法

で
は
三
宝
院
僧
正

に

「勝
1

」
と
注
を
付

け
る
こ
と

に
よ
る
。

36

佐
和
隆
研
前
掲
書

(注
25
)
。

37

な
お
下
醍
醐
寺
理
性
院
安
置

の
十

一
世
紀
後
期
作
と
見

ら
れ

る
木

造

不
動

明
王
像
、
霊
宝
館
安
置

の
建
仁
三
年

(
一
二
〇
三
)
快
慶
作
木

造

不
動

明
王

像

は
、

い
ず
れ
も
高
雄
曼
荼
羅
様

に
基
づ

く
。

副
島
弘
道
前
掲
論
文

(注
1
)
。

38

副
島
弘
道

「醍
醐
寺
霊
宝
館

の
木
造

五
大

明
王
像
」
(
稲
垣
栄
三
編

『
醍
醐

寺

の
密
教
と
社
会
』

一
九
九

一
年

山
喜
房
佛
書

林
)
。
こ
の
記
録

の
性
質
に

つ
い
て
は
副
島
氏

の
論
中
に
詳

し
く
、

明
治

三
十
年

(
一
八
九

七
)

以
前

の

調
査

で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

39

副
島
弘
道
前
掲
論
文

(
注
1
)
。

40

安
達
直
哉

「『
醍
醐
雑
事

記
』
に

つ
い
て
」
(稲
垣
栄
三
編

『
醍
醐
寺

の
密
教

と
社
会
』

一
九
九

一
年

山
喜
房
佛
書
林
)
。
醍
醐
寺
諸
堂

に
関
す
る
記
述
は

口
伝

の
場
合
も
多

い
と
考

え
ら
れ
、
活
用

に
も
慎
重

を
要
す

る
、
と
さ
れ
る
。

41

彫
刻

で
も
延
暦
寺
無
動
寺

明
王
堂
伝
来
像

(現
在
同
寺
国
宝

殿
安

置
)

は

五
大
明
王
像

と

二
童

子
像
が

一
組
と

し
て
安
置
さ
れ
る
が
、

不
動

三
尊

像
と

四
明
王
像

は
作

風
の
違

い
か
ら
、
当
初

か
ら

一
具

で
は
な

い
と

思
わ

れ
る
。

久
野
健
編

『仏
像
集
成
』

四
巻

(
一
九

八
七
年

学
生
社
)
。

42

佐
和
隆

研

「醍
醐
寺

五
大

明
王
彫
像

に

つ
い
て
」

(『
美
術
史
』

二
五

一

九

五
七
年
)
。

副
島
弘
道

「
醍
醐
寺
木
造
大
威
徳
明
王
像
」

(『
美
術
史
』

一
二
三

一
九

八
八
年
)
。

副
島

弘
道
前
掲
論
文

(注

38
)
。

43

安
達
直
哉
前
掲
論
文

(注

40
)
。

44

『古

社
寺
取
調

二
付
当
山
内
書
上

ケ
草
稿
』

(
明
治

二
十

八
年

〈
一
八
九

五
〉
七
月
)
。
こ
の
史
料

は
醍
醐
寺

で
進
め
ら
れ
て

い
る
聖
教
文
書
調
査

に
よ

り
発
見

さ
れ
、
第

六
三
七
函

に
収
め
ら
れ
る
。

45

麻
木
脩
平

「初
期
慶
派
様
式

の
形
成
と
古

代

彫
刻
」

上

・
下

(
『
仏
教

芸

術
』

一
八
四

・
一
八
六

一
九
入
九
年
)
。

46

頼
助
、
康
助

の
事
蹟

は
次

の
論
文
を
参
考

に
し
た
。

毛
利
久

「定
朝

よ
り
運
慶

へ
1

藤
原
時
代

の
奈
良
仏
師
1

」
(
『
美

術
史

』

三

一

一
九

五
八
年
、
『
仏
師
快
慶

論
』
所

収

一
九

六

一
年

吉

川

弘
文

館
)
。武

笠
朗

「奈
良

仏
師

康
助

と
高

野
山
谷

上
大

日
堂

旧
在

大
日
如

来

像

」

(
『仏
教
芸
術
』

一
八
九

一
九
九
〇
年
)
。

47

武
笠
朗
前
掲
論
文

(注
46
)
。

48

伊
東
史
朗

「仁
和
寺
旧
北
院
本
尊
薬
師
如
来
檀
像

に

つ
い
て
」

(
『
仏
教

芸

術
』

一
七
七

一
九

八
八
年
)
。

49

武
笠
朗

「安
楽
寿
院
阿
弥
陀
如
来
像

に

つ
い
て
」

(
『仏
教
芸

術
』

一
六
七

一
九

八
六
年
)
。

50

武
笠
朗

「西
大
寺
四
王
堂
十

一
面
観
音
像

に
つ
い
て
」

(『
美

術
史

』

一
二

〇

一
九

八
六
年
)
。

51

井
上
正

「法
金
剛
院
阿
弥
陀
如
来
像

に

つ
い
て
」

(
『国
華
』

九

四

一

一

九
七

一
年
)
。

52

伊
東
史
朗

「院
政
期
仏
像

彫
刻
史
序
説
」
(京
都

国
立
博
物
館
編

『
院
政
期

の
仏
像
』

一
九
九

二
年
)
。
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53

伊
東
史
朗

「醍
醐
寺
炎
魔

天
坐
像
と
瞳
嵌

入
」

(
『
M
U
S
E

U
M
』

四
七

四

一
九
九
〇
年
)
。
閻
魔
天
像

は
伊
東
史
朗
氏
に
よ

っ
て
天
治
元
年

(
一
一

二
四
)
頃

の
制
作
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。

54

佐
和
隆
研

「醍
醐
寺

の
美

術
」

(
『仏
教
芸
術
』

四
二

一
九

六
〇
年
)
。

55

伊
東
史
朗

「後
白
河
院
政
期

の
仏
像
」
(
『後
白
河
院
政
期

の
仏
師
と
仏
像
』

仏
教
美
術
研
究
上
野
記
念
財
団
助
成
研
究
会
報
告
書
第

一
=

冊

一
九
九

一

年
)
。

56

院
政
期

の
貴
族
、
藤
原
宗

忠

(
一
〇
六

ニ
ー

一
一
四

一
)

は
、

そ

の
日
記

『中
右
記
』

に
、
源
氏
に
対
し
、

次

の
よ
う

に
記

し
て

い
る
。

「左

・
右

大

臣
、
左
右
大
将
、
源
氏
同
時
相
並
例
、
未
有
此
事
、
今
年
春

日
御
社
頻
怪
異
、

興
福
寺
大
衆
乱
逆
、
若
是
此
徴
歟
、
(中
略
)
為
藤
氏
甚
懼
之
故
歟
」
(寛
治
七

年

企

〇
九

三
〉
十

二
月

二
十
七
日
)
。
「近
代
公
卿

廿
四
人
、
源
氏
之
人
過
半

歟
、
未
有
如
此
事
歟
、
但
天
之
令
然
也
」

(康
和

四
年

〈
一

一
〇

二
〉
六
月

二

十

三
日
)
。

(付
記
)
醍
醐
寺
当
局

に
は
、

二
年
度

に
渡

っ
て
調
査

へ
の
参

加
を

お
許

し
戴

き
、

そ
し
て
本
学

の
副
島
弘
道
助
教

授
に
は
多

く
の
御
教
示

を
賜
り

ま
し

た
。

記

し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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